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岡山県北生コン協組が生コンの共同販売事業を行う地域

岡山県北生コン協組
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取引先に非組合員から生コンを
購入しないようにさせている。

非組合員と取引先との
取引を不当に妨害

取引先

※① 生コンは運搬時間に制限があるため，建設業者が供給を受けられる生コン製造業者は，納入場所までの運搬時間に見合う距離内に生コン製造工場を有する者に限られる。
※② ①の事情により工事場所や生コン使用量等の施工条件に応じて生コンの供給を受ける必要があるところ，建設業者が工事を行っていくためには，その必要に応じて岡山県北

生コン協組から生コンの供給を受ける必要がある。

取引先が生コンを非組合員から
購入した場合には，現金による定

価販売とする旨を決定

生コンを非組合員から購入しないようにしている。※


